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豊後臼杵藩の村社会における 
女性類族の婚姻状況をめぐって

� 清水有子

はじめに

本稿は、マリオ・マレガ収集文書（以下マレガ資料と省略）を用いて17～18
世紀豊後臼杵藩における女性類族の婚姻状況を解明し、類族令の規定が類族の
村社会における待遇にいかなる影響を及ぼしたのか、考察することを目的とし
ている。またこの問題を手掛かりに、類族令の特性についても検討してみたい。

（1）先行研究の整理と課題の設定

類族の実態に言及したもっとも古い研究は、管見の限り大正9年（1920）の
斎藤斐章論文である。斎藤は仙台藩伊沢郡（岩手県）の類族関係文書を紹介・
検討し、監視のため煩雑な事務手続きを要した類族は、村社会において危険人
物、厄介者の扱いであったと指摘した

1）
。豊後国大分郡今曲村の類族改めを検討

した豊田寛三
2）
や、高松藩の類族帳を検討した溝渕利博も同様の見解であった。

溝渕は類族同士の婚姻率が28%にのぼり、経済状況は困窮していたとみられ
ることや、類族に出家・剃髪者・改名者が多い等の根拠をあげ、類族は厳しい
現実に直面していた、と指摘した

3）
。

一方、山形県村山郡の類族帳を分析した吉田宏は、正保～元禄期（1644～

1704）の類族の婚姻数をあげ、非類族に類族を異端視する態度は見られないと
指摘した

4）
。秋田藩の類族を検討した今村義孝も、類族の監視は厳重であったが、

その社会生活の規制は定着した生活までも拘束するものではなく、類族の取り
扱いは形式化される傾向が強くなったのではないか、とした

5）
。近年も大橋幸泰

が、マレガ資料その他を用いて臼杵藩類族の差別の実態に言及したが、「家」
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のなかに類族・非類族が混在する婚姻状況や、類族の褒賞者の存在をあげ、村
内で深刻な疎外感は見られなかった、としている

6）
。

以上のように類族の待遇をめぐり、地域的・視角的に多様なアプローチがな
され、それぞれの評価は分かれている。これらの研究状況にかんがみ、本稿で
は考察にあたりつぎの方法をとりたい。第一に、待遇の実態をみる指標として、
類族の婚姻状況を取り上げる。ただし女性類族に限定する。その理由は、本書
収録の佐藤晃洋論文

7）
でも紹介されているとおり、男性類族の場合は非類族の娘

との婚姻が書類上完全に追跡されていない可能性があるからである。第二に、
マレガ資料を利用して吉田論文や溝渕論文が採用した数値分析を行う。マレガ
資料は婚姻関連文書の点数が多く、採取した数値に客観性と説得力があると考
えるためである。第三に、類族令は何度か再令・改定されているが、先行研究
ではほとんど考慮されていない。しかしこれらの関連法令は、もともと法で制
定された類族の存在形態に少なくない影響を及ぼしたはずである。このため本
稿では発令された類族令とその意味を確認し、それぞれの時期の婚姻状況の変
遷と要因を時系列で考えていくことにしたい。

ところで、既出の大橋論文で類族は「家」ではなく「人」につく属性と指摘
されている。この点は、禁制下における類族の婚姻動向のみならず、キリシタ
ンの信仰受容のありようや類族令の特性にもかかわる重要な論点である。そこ
で本稿では大橋の指摘に学びつつ、「家」

8）
と類族との関係についても私見を述

べることとしたい。

（2）マレガ資料の婚姻関係史料

マレガ資料の約8割は、臼杵藩の類族取締関係書類である
9）
。このうち婚姻

（結婚・離婚）関係の文書は、元禄2年（1689）～元治元年（1864）間の310点、
年次不明文書1点の計311点である。その内訳は、①村役人による婚姻関係届

（縁組・離縁届、類族の縁組なき旨の届、宗門送り手形）297点、②武家の婚姻関
係届5点、③寺院の婚姻関係届5点、④町役人の婚姻関係届4点となる。

本稿では、上記のうち①の文書群から類族の婚姻にかかわる元禄2年閏1月
以降安永6年（1777）3月までの農村類族女性の婚姻197件を抽出し、各縁組の
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データ（婚姻年月日、夫婦それぞれの類族／非類族の身分、出身村、年齢、初婚／再

婚）を採取・分析した。なお①の縁組届の典型例を示せば、以下のようである。
　　　覚
　　　　　　　　　　　野村勘左衛門子喜助娘
一、本人野村喜助曽孫　　ぎん　当亥　弐拾壱歳
　　　　　　　　　　　浄土宗大橋寺旦那
　�右者野村又助男子作次郎正徳五年未二月十一日ニ聟養子ニ遣申候所ニ不

縁ニ付、離別仕、正徳五年未十月廿一日ニ又助方ヘ返シ申候、則両度之
婚儀ニ而御座候、他領類族ニハ出不申候

　　　　　　　　　　　前川内村九蔵子
　　　　　　　　　　　野村喜助養子
一、本人野村喜助曽孫　　清之丞　当亥　弐拾六歳
　新類族ニ罷成申候　　真宗善徒寺旦那
　此者今度始而之婚儀ニ而御座候、他領類族ニハ出不申候、
　右之者共享保四年亥二月廿九日ニ婚儀仕申候ニ付、書付差上ケ申候、以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前川内村庄屋
享保四年亥　三月四日� 加左衛門㊞
　　　　　　中村雲八様
　　　　　　武藤又助様
　　　　　　斉藤新兵衛様
　右之者共御願二月廿四日ニ差上ケ申候

10）

享保4年（1719）3月の、キリシタン本人の曽孫「ぎん」と清之丞の婚姻届
である。当該文書からこの2人の婚姻情報のほか、再婚者「ぎん」の初婚時の
年月（正徳5年11月）と、初婚相手（野村又助子・作次郎）も知ることができる。
このため本稿では、このような過去の婚姻データも同時に採取し、分析に加え
たことを付言しておく。
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1．類族令の婚姻規定

（1）貞享4年6月令の規定

貞享4年（1687）6月付法令で、幕府は諸藩に、「切支丹本人」（棄教者）・「本
人同然」（本人の棄教以前の子）・「類族」を登録すること、年2回（7月・12月）

改めること、類族の移動と死亡について報告すること、の3点を義務付けた
11）

。
同令は「類族」に初めて言及した幕府令であり、この命を受けて臼杵藩は翌年、
諸藩のなかでは最多となる34冊の「切支丹帳」を提出したことが知られてい
る
12）

。これらの帳面は、その後の臼杵藩の類族取締りの基礎台帳として機能する
ことになる。

さて、貞享4年令で肝心の類族はキリシタン本人の「忌掛り候親類幷聟・舅」、
子孫は本人の玄孫まで、とされていた。「忌掛り」の親類とは、前年の「服忌
令」で改定された忌掛り範囲の親類を指し

13）
、その範囲は近世日本の父系の「家」

に照応して、男系子孫、すなわち当人の子（男性）の子孫が玄孫まで及ぶのに
対し、女系子孫は孫までと2代短い点が特徴である

14）
。

類族となる「聟・舅」については、京都町奉行所の貞享令に関する覚書（『元

禄四辛未年京都覚書　坤巻
15）

』）に「一、切支丹本人幷本人同前之者、忌掛り之類
族不残類族ニ罷成候事、　附、舅・舅女・聟・娵も類族

44 4 44 44 4444  

ニ罷成事
444 

」（傍点部は筆

者）とあり、実際には本人・本人同然の「嫁」「姑」も含まれていた
16）

。これら
の「聟」「嫁」「舅」「姑」は服忌令の忌掛りの親族に入っていなかったから、
類族令では上記の付則条項を設けたことがわかる。

ところでこれらの非血縁者である親族（幕府法上は「縁者」とされる）が類族
に指定されたのはなぜだろうか

17）
。第一に、彼らは実際にキリシタンである可能

性が高かったためと考えられる。たとえば1588年度の「イエズス会日本年報」
には五島の老女マグダレナが自分の3人の娘聟をキリシタンに変えたとあるが

18）
、

こうした改宗事例は枚挙にいとまがなく、本人から縁者への宣教は一般的であ
ったとみられる。第二に、慶長の禁教令で「吉利支丹徒党」「伴天連徒党」の
掃攘が掲げられたように、キリシタンの徒党化を危惧する幕府としては、キリ
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シタン本人の縁者まで含めて捕捉することに意味があった。大竹秀男によると
幕府は政略結婚を介して取り結ばれる「縁者同盟」を統制するため、大名の私
婚禁止を命じたが、その理由はずばり「縁を以て党を成す、是れ姦謀の本な
り」（「慶長諸法度」）であった

19）
。縁者は徒党の要素とみなされていたのである。

貞享令の規定に戻ると、キリシタン本人・本人同然と結婚した非類族は、自
身とその両親、玄孫までの子孫が類族入りすることになるのであり、この点は
類族の婚姻差別の要因になりえたと考えられる。とはいえ本人・本人同然の子
が女性であった場合、類が及ぶのはその子まで、とされていた。『京都覚書』
には、「一、本人幷本人同然の女、平人と嫁、夫之父母ハ彼之女之為ニ舅姑ニ候
得とも、此舅姑ハ類族に不出候事」とあり

20）
、非類族との結婚においても、舅・

姑となる夫の両親は類族にならないという。したがって、女性類族は男性に比
べ、いわば「キリシタンの類を及ぼす力」は弱いとされていた。まずはこの点
に留意しておきたい。

（2）元禄8年6月令の規定

元禄8年（1695）6月付法令
21）

は、類族の範囲および各種届出とその方法を詳
しく規定した類族令として著名である。

まず類族の範囲について、キリシタン本人の子孫に関する詳細な規定が示さ
れた。これは貞享令から10年近くが経ち、キリシタン本人の孫・曽孫世代の
婚姻件数が増加したことに対応したものと考えられる。しかしそれでも本人同
然の子孫については「一、父母不転以前の子ハ男女共ニ本人同然也、孫より男
段々続候時ハ耳孫迄類族ニ可入」とのみあり、孫が女性であった場合の規定に
なお曖昧さを残していた。宝永2（1705）年この点を幕府に問い合わせた本多
藩は、次の回答を得ている

22）
。

一�、本人同然より男女五代相続候得者、玄孫迄ハ類族ニ而六代より平人ニ

罷成候、是を男系と申候
一�、本人同然之孫ニ女子有之候得は、右之女子際ニ而其子平人ニ罷成候、

是を女系ト申候
これによれば、本人同然の子孫に「男系」「女系」の別が示されている。「男
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系」は「男女五代相続候得は」とあるから、女性当主を含めた本人同然の家
（本家・分家）の継承者を指していると考えられる。一方「女系」は、本人同然
の孫が女性である場合の系統であり、その子は非類族（平人）になると明記さ
れている。しかしこの孫女性は「男系」に入らない、すなわち家の継承とは関
係のない女性子孫のはずである。すると、先に指摘した「キリシタンの類を及
ぼす力」は、男女の別だけではなく、「キリシタンの家の継承者か否か」であ
ることも重視されていたことになる。

つぎに、元禄令で定められた各種届出の方法を確認しておこう。類族の縁組
は「両判」（書判・印判）ではなく、「無判の書付・二季届」の規定が見える。
しかし臼杵藩では、幕府の規定よりも厳格な対応をとっていた。婚姻届の提出
にあたっては、常に2名の庄屋がそれぞれ作成した届に押印している。加えて
婚姻届の前には、別途伺書

23）
を提出していた（366頁所収の「覚」の末尾参照）。

婚姻以外では、類族の死失・出生・住所替・養子・名跡・出家・剃髪・法
名・名改・離別・義絶・宗門替および檀那寺替について、「二季」すなわち毎
年7月・12月の各10日締切で、届の提出が義務付けられた

24）
。類族の変死・帰

居・欠落・死罪・遁世の際には「当時」、つまりそのつどの提出を定めた。た
とえば類族は自然死の場合は二季の届でよいが、変死に関してはただちに両判
を据えた証文を作成し奉行に伺いを立てることを原則としている。こうした措
置は類族の突発的な去就の変化を見逃さないためであろう。本人・本人同然の

「宗門替・檀那寺替」の項目には、よんどころない事情があれば「前方伺い」
で宗門改奉行の許諾を要するとあり、類族は「二季」の届でよいとされている。
また本人同然と類族は基本的に「前方伺い」で願いは聞き届けられ、「二季」
に届け出ることとある。一見、類族に人並みの「自由」を許容しているこれら
の条項も、いわば「二季」の届をベースに宗門奉行が類族の変化の捕捉を万全
にするための措置であった。

以上のように元禄令は、類族の生涯を「前方・当時・二季」の届を通して幕藩
権力がもれなく捕捉することを宣言した法令であった。そしてこの通達を受け
た村社会では、「類族になること」の意味合いを具体的に理解したと思われ、この
ことは、類族・非類族間の婚姻の阻害要因になったのではないかと考えられる。
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（3）享保3年令の通達

『教令類纂』「切支丹の部」には、つぎの享保3年（1718）11月付法令
25）

が収め
られている。

　類族之者只今迄は追放ニは不罷成候得共、追放申付候而も不苦候事、
一�、離別又は養子之義絶ニ而類族をはなれ候者は二季ニ両判之証文を以可

相届候、変死・病死・死罪・欠落・遁世等は二季無判之以書付可相届候事、
　　右之趣向後可被心得候、以上、
　　　十一月

同令の趣旨を整理すると、①今後は類族を追放してもよい、②離別や養子の
義絶で（元非類族が）類族を離れる場合は「二季両判」の証文を要する、③変
死・病死・死罪・欠落・遁世等は「二季無判」の書付で届け出よ、となる。

上記のうち②「類族離れ」の規定はいかなる意味を持つのであろうか。実は
この規定自体は以下のように、元禄年間（1688～1704）の幕府方針に見えてい
る。『京都覚書』には

一�、養子義絶、類族を放候ヘハ両判之証文、不放ハ不及判形、尤二季之届
也、離別ものも同前之事

26）
、

とあり、養子の義絶で類族を離れる場合は二季の届のさい両判の証文を出すこ
と、離別者も同様とある。つまり養子や縁組で類族になった者も、義絶や離縁
により、非類族に戻ることを許されていたが、幕府は享保令でこの旨を再令し
たことになる。その理由については後述しよう。

③は、既述のように元禄令で「当時」の届とされていた類族の変死以下を、
定期の「二季」の届、しかも「無判」でよいとしている。また①は、貞享令以
降幕府が認めていなかった類族の追放刑について

27）
、今後は認めるといっている。

個別の理由はともかく、以上の項目は全体として、類族に対する当該時期の幕
府取締りの緩和化を示しているといえよう。

（4）享保9年における女系類族の改定

溝渕によると高松藩では、享保9年（1724）7月の「達し」により、「本人よ
り曽孫」の類族女子12名が除名されている

28）
。つまり女系類族を元禄令よりさ
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らに一代短かくする改定がなされたのである。また、熊本肥後藩では、本人玄
孫にあたる男系女子も「類族放れ（離れ）」の対象になるとの通達を受けている

29）
。

豊後では享保7年に佐伯藩江戸留守居が幕府宗門奉行からこれらの法令を伝
達されており、臼杵藩では同9年に女系類族の調査を行っている（本書所収の

佐藤晃洋「豊後諸藩における類族制度の展開」参照）。これは徹底しなかったとい
うことであるが、マレガ資料の婚姻届けには反映されており、享保4年を最後
に「本人曽孫」の女性は消え、「本人同然孫」の女性のみとなっている。また、

「本人玄孫」の婚姻は、享保4年3月4日付、「きち」の婚姻届
30）

が最後となって
いる。

以上のように幕府が享保3年以降に次々と「類族離れ」を再令・通達したの
はなぜなのか。この点について現時点で明確な史料を示すことはできないが、
考えうる背景としては、元禄令から約20年の年月が経ち、類族の養子縁組の
解消や離縁の届出が増え、比例して「類族離れ」の問い合わせも増加したとい
うことがあろう。

それでは「類族離れ」を令する積極的な理由は存在したのだろうか。17～
18世紀にかけて日本では小農民の自立が進行し、配偶者を持つことの少なか
った隷属農民が消えたために「皆婚」社会が出現したという

31）
。しかし臼杵藩で

は、享保期に入ると3人に1人が「飢人」として救済対象となる飢饉のため年
貢減収となり、その後も不作・凶作が長引き、延享4年（1747）に宮本村では
離村者による人口減少を訴えている

32）
。このように婚姻の重要性がさらに増すな

かでの類族令の厳格な実施は、類族・非類族間の婚姻に支障をきたしたはずで
あり、臼杵藩のように類族の多い地域では、農民の「家」の維持に関わる問題で
あった。こうした状況への対処として、「類族離れ」は発せられたと考えられる。

（5）以降の類族令

幕府の法令集では、明和3年（1766）10月16日付、松平右近将監（武元）か
ら大目付への通達として、以下が確認される（『憲教類典』

33）
）。

古切支丹、転切支丹類族之面々、生死其外異変、年々七月・十二月無懈怠
相改候儀は勿論之事ニ候得共、近来届後も有之旨相聞、左様ニは有之間敷
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儀ニ候、向後二季之改異変無之候共、有無宗門改可相届候、且又毎年十月
ニ至り、差出候宗門改証文も、無遅滞宗門改え差出可申候
右之趣、向々え可被相触候、
　戌十月

「二季届」や宗門改めについて最近遅滞が見られるようであるが、今後はその
ようなことのないようにと命じる内容である。当該法令からは、類族改めおよ
び宗門改めの弛緩状況が進行する社会的状況と、幕府の一貫した取締り方針を
看取することができる。

2．類族女性の婚姻状況

（1）貞享令期の婚姻状況

貞享令以降、臼杵藩における類族女性の婚姻は、いかなる状況にあったのか。
仮につぎの元禄令が発令されるまでの期間を「貞享令期」としてこの間のマレ
ガ資料を見ると、元禄2年（1689）閏1月以降、同6年までの約4年間の縁組23
件を確認できる（表1）。

表中の縦列は妻、横列は夫の婚姻時の身分を示す。「非類族」は、婚姻後も
非類族のままの者であり、帳面上もそれとわかるように記載される

34）
。一方「新

類族」は、婚姻により類族入りした者であり、類族帳に記載される。
当該期間の組合せの順位は、①非類族夫・孫妻（7組）、②本人孫夫・本人孫

表1　貞享令期、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻 本人子 本人孫 本人曽孫 本人従弟 非類族 新類族 総　計

本人子 4 1 5
本人孫 5 1 7 13
本人曽孫 1 1
本人従妹 1 1
本人姪 1 1
不明 1 1 2
総　計 1 10 1 1 9 1 23
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妻（5組）、③本人孫夫・本人子妻（4組）である。類族と非類族（新類族を含む）

との縁組は結局10組となり、全体の43％であった。類族同士の婚姻が過半数
を占めたことになる。

婚姻により新類族となった者は、元禄元年正月14日、掻懐村の嘉左衛門娘
「こや」に婿入りした非類族の助八であり、これは「本人之聟」として類族入
りしたケースである

35）
。このように本人娘であっても婚姻した非類族の事例が見

られたが、5人中1人と、その割合は低い。婿養子の事例は3組（13％）であり、
いずれも本人孫の夫と本人孫の妻の組み合わせであった。

（2）元禄令期の婚姻状況

ここでは元禄令以降、次の法改定まで（元禄令期とする）の婚姻状況を確認
しよう。マレガ資料上、元禄8年（1695）6月～享保3年（1718）11月の約23年
間に確認しえた類族女性の婚姻件数は、計21件であった（表2）。

組合せの順位は、①本人孫夫・本人孫妻／非類族夫・本人孫妻（各6件）、③
本人孫夫・本人曽孫妻（3件）となった。

非類族との縁組は9組、全体の45％となり（不明1件を除く20組を母数とした）、
貞享令期よりも若干高い数値であるが、なお同類婚が過半数を占めている。こ
のうち婚姻により夫が新類族となった事例は、後述する1件のみである。婿入
り婚は計3件（15％）確認できた。婿入り先は、本人曽孫妻2名、本人孫妻1名
であり、このうち正徳5年（1715）2月11日の本人野村喜助曽孫「ぎん」の縁
組 は366頁 所 収 の「 覚 」、
後の縁組届に記載の離婚歴
から復元した事例である。

「ぎん」の最初の夫となっ
た同村出身の作次郎は非類
族であったが、再婚者（後

述部分を参照）と同様、縁
組により「新類族」になっ
たと考えられる。

表2　元禄令期、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻 本人孫 非類族 不明 総　計

本人子 1 1
本人孫 6 6 12
本人曽孫 3 2 5
本人従妹 1 1
本人同然子 1 1
本人同然孫 1 1

総　計 11 9 1 21
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（3）享保3年令以降の婚姻状況

享保3年令から次の法令改定までに、マレガ資料上では享保3年（1718）12
月～同7年1月までの約3年間という短い期間であるが、81件の婚姻を確認で
きた（表3）。組み合わせの順位は、①（非類族夫・曽孫妻）22件、②（非類族

夫・本人孫妻）14件、③（本人孫夫・本人孫妻）11件であり、初めて非類族・類
族夫婦が類族同士の夫婦を上回った。非類族との婚姻率は53％（42件、母数は

不明1件を除く80件）であり、過半数を上回った。
婿入りは6件（7.5％）確認され、内訳は本人子妻1（新類族夫1）、本人孫妻3

（本人孫夫1・新類族夫1・不明夫1）、本人曽孫妻2（本人孫夫1・新類族夫1）であ
った。新類族は全部で3件（3.7％）となるが、いずれもこの婿入り婚によるも
のであった。しかし貞享令の規定において、キリシタン本人・本人同然の「聟」
は類族であると規定されていたのであるから、本人孫妻ならともかく

36）
、本人曽

孫妻との婚姻で新類族となるのは奇妙である。そこで本件を確認すると、366
頁で既述した「本人野村喜助曽孫・勘左衛門子喜助娘」である「ぎん」と前川
内村の清之丞の縁組である（前掲の「覚」参照）。清之丞は「本人野村喜助曽孫」

「勘左衛門子喜助養子」として新類族になる。すると、清之丞は喜助の婿養子
となることでキリシタン本人・本人同然の実質的な「婿」に位置づけられたの
であるから、この場合は「喜助」が本人・本人同然として帳面に付けられてい
たと考えるしかない

37）
。

表3　享保3年令以降、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻 本人子 本人孫 本人曽孫 本人玄孫 本人同然子 本人同然孫 非類族 新類族 不明 総計

本人子 1 1
本人孫 11 2 14 1 1 29
本人曽孫 1 5 10 1 1 22 1 41
本人玄孫 2 2
本人同然孫 1 4 1 6
本人同然曽孫 2 2
総　　計 1 18 13 1 1 4 39 3 1 81
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（4）享保9年令以降の婚姻状況

女性の類族離れ令以降、婚姻状況はどのように推移したか。表4は、享保10年
（1725）1月～同20年4月の約10年間に確認しえた計36件の婚姻データである。

組合せの順位は、①（非類族夫・本人孫妻）11件、②（非類族夫・本人同然孫

妻）6件、③（新類族夫・本人同然子妻）5件となり、すべて非類族の夫と類族
妻の組合せとなった。このうち①で注目されるのは、再婚者が目立つというこ
とである

38）
。既婚歴不明者を除いて、少なくとも男性側で3人、女性側では4人

が再婚者であった
39）

。当該時期の婚姻に対するニーズの高まりがうかがえる。
非類族との婚姻は22件、全体の61％である。婚姻により新類族が生まれた

縁組はすべて本人同然妻へ婿入りした5件であり、全体の約13％を占めた。い
ずれも過去最高の率である。これらの数値から、村社会における類族と非類族
との融合は、以前より確実に進んだとみることができる。

（5）以降の婚姻状況

表5は、元文2年（1737）12月以降安永6年（1777）3月まで、約40年間の縁
組計36件をまとめたものである。

組合せの順位は、①（非類族夫・本人同然孫妻）18組、②（非類族夫・本人孫

妻）、（本人同然孫夫・本人同然孫妻）が同位で各4組となった。新類族が成立す
る割合に注目すると、13.8％（5組）と横ばいである。すべてが本人同然子妻、
本人孫妻への婿入りであり、あとは本人同然孫同士の夫婦1組と、本人同然孫

表4　享保10年〜同20年、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻

本人子 本人孫 本人玄孫 本人同然子 本人同然孫 本人同然曽孫 本人同然従弟 非類族 新類族 総計

本人孫 4 1 11 16
本人従妹 1 1
本人同然子 1 3 1 5 10
本人同然孫 2 6 8
本人同然曽孫 1 1

総　計 1 4 1 3 2 2 1 17 5 36
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妻・非類族の夫1組となる。つまり、婿入りは計7組（19.4％）であり、ほとん
どが非類族夫と類族妻の縁組であったということになる。

さらに、非類族との婚姻率は総計27組（75％）であり、過去最高の率となっ
た。以上から当該時期の類族女性は、同類よりもむしろ非類族との婚姻が普通
になったといえる。

3．「類族離れ」の影響

類族女性の婚姻状況は、当初は非類族との婚姻が43％であったが、幕末に
かけて婚姻率は上昇し、最終的には75％に達したことが明らかになった。厳
格なキリシタン禁制下で、このような現象がみられたのはなぜだろうか。以下
では法令の影響と臼杵藩の状況を手掛かりに、若干の考察を展開したい。

まず、貞享令期の非類族との婚姻率43％をどう評価すべきかである。既述
した貞享4年（1687）の臼杵藩の調査では1万4106名の類族が計上され、臼杵
藩の人口は元禄8年（1695）で6万1366名（町人・農民のみ）ということである
から、武家が含まれない問題はあるが、類族の割合は臼杵藩人口の約23％を
占めたことになる

40）
。三野行徳も正徳元年（1711）の資料をもとに「臼杵藩に人

別のある人々の23％」と計上している
41）

。加えて、臼杵藩の場合はキリシタン
相互監視体制を強化するため地縁的なつながりを絶った、換言すれば非類族と
類族の「いえ」をバランスよく組合せた五人組を編成していた

42）
。つまり、藩内

では日常的に類族・非類族間の交流がそれなりにあったということであり、か
かる生活環境を踏まえると、やはり非類族との婚姻率の43％という数値は低

表5　元文2年～安永6年、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻 本人子 本人孫 本人曽孫 本人同然孫 非類族 新類族 総計

本人孫 1 1 4 2 8
本人同然子 3 3
本人同然孫 1 1 1 4 18 25

総　計 1 2 1 5 22 5 36
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いように思われる。それではなぜこうなったのだろうか。
ここで岡藩市万田組の類族帳

43）
を見てみたい。同帳には市万田村の百姓で「古

切支丹」の藤左衛門と類族が書き上げられている。藤左衛門には4人の子がお
り、うち茂右衛門と仁左衛門は「転本人」つまりキリシタン本人であり、善之
丞と「ほそ」は転び以後の子、つまり類族となる。矢田組両家村で百姓をして
いた茂右衛門には4人の子（2女2男）がおり、いずれも結婚して配偶者はそれ
ぞれ類族となっているが、末娘の「あそ」は、叔父である仁左衛門の長男万右
衛門（市万田村百姓）に嫁入りしている。仁左衛門には万右衛門を含め4人の
子（3男1女）がおり、いずれも結婚しているが、三男藤三郎（市万田村百姓）

の妻は、仁左衛門の弟である善之丞の長女「こまん」（同村出身）である。つ
まり、藤左衛門一族の間ではいとこ同士の縁組が2組も成立したわけである。

この現象のゆえんはつぎのように解される。大石慎三郎によれば、集約的な
労働力を必要とする近世農村において「再生産の労力として有機的に結合し
た」家を単位に、数戸の家が共同体内結合によって安定したグループ（村落共

同体内結合）を形成する必要があり、その形態は男系によって貫かれた「同族
団的結合」がもっとも多いが、必ずしも血縁によらない場合もあるということ
である

44）
。これを参考にすれば、禁教令下、豊後崩れなどを体験した共同体内に

おいて、警戒対象となっていたはずの転びキリシタン藤左衛門の「家」では、
とくに「同族団的結束」が促されたのではないだろうか。そしてこのような同
族婚の延長に類族の同類婚があり、類族令発令のインパクトが大きかったであ
ろう元禄期までは、意図的に選択される傾向にあったと考えられる。

つぎに、享保3年（1718）以降非類族との婚姻が増加した要因を考えたい。
この点は領民間で類族に対する婚姻差別が自然と解消に向かったからではなく、

「類族離れ」の再令および改定の影響があったためと考えられる。とりわけ曽
孫女性の「類族離れ」の改定の影響は顕著である。というのも表3で本人孫妻
の類族：非類族の婚姻件数は13：15と拮抗していたが、表4では5：11となり、
非類族との婚姻率が急増しているからである。これは享保9年令の通達により、
本人孫女性と結婚しても次世代以降の「家」に類が及ぶ可能性が低いという認
識が広まったためと考えられる。このようにして非類族との婚姻率が上昇した
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結果、類族はますます村社会に融合していったと考えられる。
それでは、上記の多大な影響力を持った「類族離れ」は、どのような論理で

認められたのだろうか。結論を先取りすると、該当者がキリシタンの「家」と
の離別者であるということと、キリシタンの血縁者ではないということの2点
にあったと考えられる。まずは関連する幕府の諸規定を、『京都覚書』で確認
しておこう

45）
。

一�、類族に嫁たる夫・妻相果、子共雖無之、類族を不放、離別なれば放
るゝ也。死別故不放候事（a）

一�、本人之娵にて本人同然之妻、夫果候以後他へ嫁してハ先父之子共雖有
之、類族放れ候也（b）

一�、離別者縦子共有之而も類族放るゝ也、男女ともニ同断、但是ハ一方平
人之時之義候事（c）

一�、本人之妻、平人ニ而本人同前之子出生以後離別、是ハ子共□（儀カ）

為本人同前、子共之類族、死骸寺ニて葬との改書ニ不及、可為取捨、只
今迄ハ何国何郡何時何寺旦那之由之断ハ可書載事（d）

一�、本人之壻、平人ニ而妻死後、或後妻或妾出生之子類族放候也、父母右
死別故類族はなれす、但妻存命なれハ妻之子たりと可言とも類族たるへ
き事（e）

  （a）では類族と結婚した元非類族の夫婦が死別した場合、たとえ子がいなく
とも「類族離れ」とはならないが、離別の場合は認める、とする。次に（b）は、
元非類族で本人の嫁（本人同然の妻）となった類族女性について、夫の死後の
再婚の際、先夫の子がいても「類族離れ」となる、とする。これは夫の死別後
再婚することで、離別と同じ扱いになるということであろう。（c）でも、離別
の場合は子がいても「類族離れ」になるとしている。このように、死別ではな
く離別による「類族離れ」が認められたが、それは死別が類族個人との別れで
あっても、キリシタンの「家」との決別にはならないからであろう。

つぎに（d）の内容は、キリシタン本人に嫁いだ元非類族の妻が類族となり、
本人同然である子を出生以後に離別した場合、子が本人同然のため妻は子の類
族となる。ただしその妻の死骸については、寺葬の改め書を提出するには及ば
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ず取り捨てること、出身国等は記載すること、とある。つまり幕府はキリシタ
ン本人に嫁いだ妻に本人同然の子がいた場合のみ、その血縁関係を重視して

「類族離れ」の例外を設けたことになる。これは「家」中心の親族秩序維持を
念頭におきながら、たとえ離別しても実母であればその血縁を尊重して定式の
服忌を受けるとした、服忌令の思想の反映であると考えられる

46）
。

  （e）は難解であるが、キリシタン本人に元非類族の夫が婿入りした場合、そ
の妻の死後、夫の後妻や妾が出生した子は「類族離れ」となるが、父母は死別
によっても類族を離れない。ただし妻が存命であれば（これは死別ではなく離

別の場合を指しているのであろう）、妻の子は類族である、と解釈される。つま
り、非類族の夫が本人に婿入りして類族になると、妻との離別によってのみ夫
は「類族離れ」となる。妻との死別で「類族離れ」となるのは夫の後妻や妾の
生んだ子のみであり、妻の子は常に類族である、といっている。

この場合、夫は妻の死後も類族のままであり、キリシタンの「家」の実質的
な当主となる。だが彼の後妻・妾の子はもはや類族ではないため、もし彼らが
後継者となれば、その「家」はキリシタンの「家」ではなくなる。要するに、
キリシタンの「家」の当主が機械的に類族になるわけではない。なぜかといえ
ば、（d）の事例とは逆に、夫の後妻・妾の子らは、本人妻との血縁関係がない
ことによって「類族離れ」が適用されたと考えられるからである。

ところで大橋は、類族の属性は「家」（集団）ではなく「人」（個）につくと
主張している

47）
。たしかに宗門帳には類族・非類族の家族内の混在がみて取れ、

類族令そのものは人ごとにキリシタン本人との関係を明らかにするにとどまっ
ているようにみえる。しかし「類族離れ」の規定を検討する限り、キリシタン
本人との血縁関係と類族の「家」での親族関係の両者が判断基準となっている。
幕藩制の服忌令も嫁や養子といった非血縁者を異分子として「家」中心の秩序
に完全に取り込んでいないことを考えると

48）
、血縁関係の重視は近世日本の「家」

の特徴といえる。18世紀後半まで家父長制による「一家一宗教」が貫かれな
い状況が生じたのも

49）
、かかる「家」の特徴と無関係ではないであろう。そして

このような「家」の実態を前提に、キリシタンの徒党化を警戒する幕府は、キ
リシタン本人との血縁関係に注視しながら「家」内の構成員の信仰を個別に把
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握し、前記した「縁者同盟」を監視する必要があったと考えられる。
つまり幕府は、最終的にはキリシタンの「家」（集団）の徒党化を抑止する

ため、類族令で「人」（個）を捕捉したといえるのではないだろうか。幕府に
とって、類族と非類族が混在する「家」がキリシタンの「家」であるのか否か、
そして各キリシタンの「家」の間で連携がみられないかを監視することに最大
の目的があり、このために類族令で「人」の管理を徹底せざるをえなかったの
であろう。

おわりに

本稿ではマレガ資料を用いて、近世の臼杵藩村社会における類族女性婚姻の
実態を検討した。その結果、類族令が施行された17世紀末から18世紀にかけ
て、当初の類族同士の同類婚から非類族との婚姻へと移行したことが明らかに
なった。またその主たる要因は類族への差別が解消されたからではなく、幕府
が享保年間（1716～36）以降段階的に打ち出した「類族離れ」による影響があ
ると指摘した。
「類族離れ」の規定からは、キリシタン本人の血縁関係と「家」の親族関係の
両者の論理で類族身分が判定されていたことが明らかである。すなわち類族規
定とは、血縁関係を重視するために非血縁者である嫁や養子を、「家」の構成
員とする一方で異分子と位置づける、近世日本の「家」の特徴を反映したもの
であった。類族令自体はキリシタン本人と個々人との関係性を詳細に問うてい
るように見えるが、それは第一に、上記した「家」内各人の信仰を見極める必
要があったからである。ではその理由は何かといえば、キリシタンの「家」の
動向を注視する必要があったからであろう。

そもそも貞享4年（1687）の類族令の制定は、直前に豊後で地下潜伏したキ
リシタンが大量に露見した経緯があった

50）
。幕府関係者がこの状況に警戒を抱か

なかったはずはなく、類族令を布いて集団潜伏したキリシタンが再び徒党化し
ないか監視するための措置を講じたと考えられる。なぜなら、血縁と親族関係
の両者を重視する近世の「家」のありようからすれば、類族の養子縁組や婚姻
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を通して新たなキリシタンの「家」間の連盟が生み出されてキリシタンの徒党
が発生する可能性があり、一方で離別等により、もはやキリシタンの「家」で
はないとして捕捉不要となるケースもあったと考えられるからである。このた
め類族令は、キリシタン本人との関係とともに、一人一人について婚姻・養子
縁組などの移動・異動や、出生・死亡などの存否を詳細に追跡する内容になっ
た。幕府の警戒対象はあくまで「家」なのであり、そのために「個」の管理が
生み出されたのであった。

ところで在地の非類族の視点に立つならば、彼らなりの「家」の維持という
問題があったはずである。このために、18世紀の「皆婚」社会になると、か
つてためらわれた類族との婚姻を成立させ、それぞれの「家」を維持したので
はないかと考えられる。禁教令に関しては厳格な姿勢を崩さない幕府が「類族
離れ」を再令・改定し、結果として類族と非類族間の融合が進行していったの
も、こうした在地社会の「家」事情を踏まえた可能性があったと考えられる。
この点は本稿で詳しく取り上げなかったが、現段階ではその見通しのみを述べ、
今後の課題としておきたい。
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